
 庁議付議事案書  

                               開催・令和７年８月１３日 

 所管部課 政策経営部 広報プロモーション課  部長 五十嵐 孝雄  

件 名 
東やまと市報デザイン制作・編集業務及び印刷業務委託優先交渉権者選定 

委員会設置要綱について 区分  １審議事項 〇 ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 

 部課 

 機関 
 

１．要 旨 

 魅力ある情報をプッシュ型で市民の皆様にお届けできるよう、令和８年１月１日号の発行

を機に「市報のリニューアル」を実施する予定である。 

 このことについて、リニューアル後の市報の紙面を読みたくなる魅力的なものとするため、

デザイン制作や編集・印刷の業務を専門的な技術や知識を有する事業者に委託するにあたり、

「公募型プロポーザル」を活用し総合的な見地で最適な事業者を選定することとし、当該選定

事務を行う組織を設置するものである。 

 

（１）委員構成 

   政策経営部長、環境対策課長、保険年金課長、まちづくり推進担当課長及び教育総務課

長の５人とし、委員長は政策経営部長とする。 

（２）施行日 

   市長決裁日 

（３）プロポーザル実施要領等の公表 

   令和７年８月１８日を予定 

（４）影響及び効果 

   事業者の選定にあたり、公平性及び透明性を確保することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 令和６年度 東やまと市報リニューアルに関する方針を検討 

 令和７年度当初予算において、市報リニューアルに関する予算計上済 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議報告後、速やかに要綱制定の事務手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


